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「かながわ子ども・若者みらい計画」（ひとり親家庭等自立促進計画）における 

主な取組状況について 

 

Ⅰ ひとり親家庭が抱える様々な課題への支援 

１ ひとり親家庭等の経済的基盤の確保 

（１） 児童扶養手当の給付 

ひとり親家庭の生活と自立の促進に寄与し、福祉の増進を図ることを目的として、児

童扶養手当の給付を実施している。 

 

○受給者数及び給付実績額（指定都市・中核市含む） 

年度 

区分 
令和５年度 令和６年度 対前年比 

受給者数(人) 51,991 50,433 97.5% 

給付実績額(千円) 21,578,656 21,758,066 100.8% 

 

（２）母子父子寡婦福祉資金の貸付 

ひとり親等に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶

養している児童の福祉を増進することを目的とし、資金の貸付を実施している。 

修学資金、就学支度資金、技能習得資金、生活資金など12資金がある。 

 

○貸付実績（政令市・中核市を除く） 

年 度 

合計 うち修学資金・就学支度資金 

件数 

(件) 

貸付金額 

(千円) 

件数 

(件) 

割合 

(%) 

貸付金額 

(千円) 

割合 

(%) 

令和５年度 321 158,673 293 91.3 145,671 91.8 

令和６年度 306 154,240 261 85.3 135,620 87.9 

 

貸付金の９割近くが、子どもが高校、専門学校、大学等へ進学するための修学資金、就

学支度資金という学費への貸付となっている。 

 

（参考）政令市・中核市の状況 

令和６年度貸付実績 702件 383,666千円 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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○償還状況 （政令市・中核市を除く） 

年度/区分 調定額(千円) 収入済額(千円) 償還率(%) 

令和５年度 

現年度 447,036 403,031 90.2 

過年度 820,393 154,118 18.8 

計 1,267,429 557,149 44.0 

令和６年度 

現年度 428,032 373,471 87.3 

過年度 701,974 137,617 19.6 

計 1,130,006 511,088 45.2 

 

現年度（新たに償還が始まった分）の償還率は減少しているが、過年度（過去の滞納

分）の償還率は増加しており、償還率の低い過年度の割合が縮小したこともあって、全

体としては償還率が増加している。 

また、本貸付制度は、償還金を原資として貸付を行っていることから、以下のとおり、

より効果的な未収金対策を実施している。 

・債権回収会社に未納債権の回収を委託（平成25年度～） 

・借受者の便宜及び未収金減少のため、返済金の口座振替を導入（平成28年度～） 

・口座振替対象金融機関を７行から12行へ拡大（令和元年度～） 

・償還の案内等に、償還金を原資とした貸付金であることを認識してもらうフレーズと

「かながわキンタロウ」のロゴマークを導入（平成30年度～） 

 

（３）ひとり親家庭等への医療費の助成 

母子家庭及び父子家庭（以下「ひとり親家庭」という。）並びにひとり親家庭に準ずる

家庭の医療費にかかる経済的負担の軽減を図るため、政令市・中核市含む県内全市町村

が実施主体となっている「ひとり親家庭等医療費助成事業」に対し、医療費の自己負担

分を助成している。 

ア 補助率 

市町村事業費の１／２ ※政令市・中核市は令和６年度より１／３→１／２へ変更 

※一部負担金相当額（通院１回につき200円、入院１日につき100円）は補助対象外 

 

イ 対象者 

母子家庭の母子 

父子家庭の父子 

ひとり親家庭に準ずる家庭の児童と養育者 

 

ウ 対象児童の年齢制限 

18歳年度末 ※障害者・高校生は20歳未満 
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エ 所得制限 

児童扶養手当制度の所得制限限度額（一部支給）に準ずる。 

※川崎市は令和２年１月から所得制限限度額（年間所得額）を44万円引上げ 

 

○令和６年度実績  対象者数 94,451人  補助額 1,909,679千円 

 

２ ひとり親への養育費確保支援 

（１）養育費確保に向けた支援 

ア 養育費相談 

母子家庭及び父子家庭（以下「ひとり親家庭」という。）の生計安定への支援として、

専門家（元家庭裁判所調定委員）による養育費確保のための相談を実施している。 

 

○相談実績（政令市・中核市除く）         （単位：延べ件数） 

区分 

年度 

離婚前の

相談 

養育費 

 
法律問題 その他 合計 

令和２年度 52 9 9 15 85 

令和３年度 50 11 7 13 81 

令和４年度 75 17 11 17 120 

令和５年度 63 16 17 11 107 

令和６年度 64 29 11 18 122 

令和７年度 

（～9月まで） 
21 6 8 4 41 

  

イ 公正証書作成支援補助 

ひとり親家庭の養育費確保支援として、養育費の取決めの債務名義化を促進するた

め、公正証書作成にかかる費用の補助を実施している。 

 

○補助件数（政令市・中核市除く） 

年度 件数 

令和４年度 26 

令和５年度 42 

令和６年度 51 

令和７年度（～11月まで） 39 

   

 

 



4 

ウ 弁護士費用や保証会社への保証料の補助 

ひとり親家庭の養育費確保支援として、離婚後、ひとり親が別居親から安定・継続

的に養育費を受け取ることができるよう、養育費の取決めや不払い時の強制執行に係

る弁護士費用の補助、及び養育費不払いに備えた保証契約を結ぶ際の保証料の補助を

実施している。 

 

○補助件数（政令市・中核市除く）        （単位：件数） 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（～11月まで） 

弁護士費用補助(養育

費取決め) 
2 1 1 

弁護士費用補助(強制

執行) 
0 2 0 

保証契約補助 1 1 1 

   

エ 周知・広報 

養育費の必要性や養育費に係る相談窓口を記載したリーフレット（参考資料３）を

作成し、離婚届の受理を行う県内市町村の戸籍担当窓口において、離婚前後の親に配

布している。また、県及び神奈川県母子家庭等就業・自立支援センターのホームペー

ジにおいても、養育費相談のスケジュールや各種補助について掲載している。 

 

３ ひとり親家庭に対する子育てや生活の支援 

（１）ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施 

ひとり親等又はひとり親家庭の児童等の病気、冠婚葬祭、就職活動等による家事機能

低下の事態に対し、家庭生活支援員を派遣し、日常生活を円滑に営むための手助けを行

っている。 

ア 派遣内容 

食事や身の回りの世話、住居の清掃、生活必需品の買物、医療機関への連絡など 

イ 利用者負担額 

(ｱ) 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 

ａ 生活援助  １時間あたり   0円（負担割合 なし） 

ｂ 子育て支援 １時間あたり   0円（負担割合 なし） 

   (ｲ) 児童扶養手当支給水準の世帯 

ａ 生活援助  １時間あたり   150円（負担割合 １割） 

ｂ 子育て支援 １時間あたり    70円（負担割合 １割） 
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○予算及び実績額 ( )は実績             （単位:千円） 

年

度 

町村分 県所管市分 

合計 国庫補助 

1/2 

県負担 

1/2 

国庫補助 

1/2 

県補助 

1/4 

元 250 (0) 250 (0) 684(350) 342(176) 1,650(526) 

２ 250 (0) 250 (0) 568(490) 284(245) 1,352(735) 

３ 250 (77) 250 (78) 408(414) 204(207) 1,112(776) 

４ 250 (56) 250 (56) 480(417) 240(208) 1,220(737) 

５ 250 (49) 250 (49) 480(494) 240(248) 1,220(840) 

６ 250 (81) 250 (81) 480(481) 240(241) 1,220(884) 

７ 261 261 1,101 551 2,174 

 

４ ひとり親等に対する就業支援 

（１）母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施 

ひとり親等の自立支援を図るため、ひとり親等を対象とした就業相談、求人情報の提

供、就職準備や転職等に役立つセミナーの開催、養育費確保のための相談等を実施して

いる。 

就業相談については、相談者の家庭の状況や職業能力の適性、希望する仕事内容など

を考慮して、応募書類の作成支援、模擬面接等を実施するほか、個々のケースに応じた

自立支援プログラムを策定し、プログラムに沿った支援を実施している。令和６年度に

おいては、求職者・情報提供紹介状発行数が増加（152件増加）した。 

また、実務経験やパソコン経験のない方を対象にパソコン教室を開催した。カリキュ

ラムにはパソコンの基本操作のほか、キャリアカウンセリングによる就業支援を組み込

んでおり、令和６年度において就業決定者の約６割（就業決定者66名中36名）がパソコ

ン教室受講者であることから、受講によるパソコンのスキルアップが就業決定に寄与し

ていると言える。 

 

○就業相談実績（政令市・中核市を除く）          (単位:件) 

区分 令和５年度 令和６年度 前年比％ 

相談

件数 

就業相談件数 1,253 1,109 88.5 

求職者・情報提供 

紹介状発行 

908 1,060 116.7 

計 2,161 2,169 100.3 

上記のうち就職件数 73 66 90.4 

（注）就業相談には、電話、面接、FAX、Email等を含む。 
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○パソコン教室開催実績（政令市、中核市を除き実施） 

就職に役立つスキルとして初心者向けにパソコン教室を実施（あわせて就業相談

を実施）。３日間コースを11回、２日間コースを２回、１日間コースを５回、マネー

プランセミナーを１回開催。計124人参加。 

 

○就職決定者の内訳                    (単位:人) 

年度 
令和５年度 令和６年度 

正規 非正規等 計 正規 非正規等 計 

事務 9 16 25 8 19 27 

営業 3 1 4 1 0 1 

医療・福祉 9 9 18 5 4 9 

卸売・小売

業、飲食店 
2 10 12 1 5 6 

製造業 0 2 2 2 1 3 

運輸・物流業 0 2 2 0 3 3 

教育 1 2 3 1 6 7 

その他 2 5 7 2 8 10 

合計 26 47 73 20 46 66 

 

（２）高等職業訓練促進給付金の実施 

ひとり親家庭の親が就職に有利でかつ生活の安定に資する資格取得のため、６か月（※

１）以上養成機関で修業する場合に、一定期間、促進給付金を支給し訓練中の生活の経

済的負担を軽減するとともに、養成機関で修業が修了した場合に、修了支援給付金を支

給し、資格取得を支援している。 

・対象者 次の要件を全て満たす者 

 〇児童扶養手当受給者またはそれと同等の所得水準にある母子家庭の母又は父子家庭 

  の父（児童扶養手当受給者と同等の所得水準を超えた場合は１年間に限り引き続 

  き対象者となる） 

 〇資格取得の可能性が高く適職に就くために必要であることが相談を通じて認めら 

  れる母子家庭の母又は父子家庭の父 

・支給額  月額100,000円ないし月額70,500円（所得により異なる） 

        課程修了までの期間の最後の12か月は月額40,000円の加算（※２） 

        修了支援給付金は１回50,000円ないし25,000円（卒業時支給） 

 ・支給期間 上限４年間（※３） 

 ・対象資格 ６か月以上修業する必要があり、資格取得後当該職種への就労が見込まれ

る専門的な資格で、都道府県等の長が地域の実情で認める資格 

例：看護師（准看護師）、介護福祉士、作業療法士、理学療法士等 
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※１ 令和３年度から適用（令和２年度までは「１年」以上） 

※２ 令和元年度支給分から適用 

※３ 平成30年度までは３年間 

 

○事業実績（県担当区域：町村域） 

 支給

件数 

(件) 

支給額計 

(千円) 資格名（支給人数） 

平成29年度 14 13,419 
看護師(10)、准看護師(1)、保育士(1)、歯科

衛生士(1)、言語聴覚士(1) 

平成30年度 15 10,548 
看護師(12)、保育士(1)、歯科衛生士(1)、言

語聴覚士(1) 

令和元年度 8 5,538 看護師(8)、言語聴覚士(1) 

令和２年度 7 5,729 看護師(5)、美容師(2) 

令和３年度 14 10,609 
看護師(3) 、美容師(4)、介護福祉士(4)、鍼

灸師(2)、社会福祉士(1) 

令和４年度 17 14,646 

看護師(2)、介護福祉士(5)、美容師(4)、社会

福祉士(2)、鍼灸師(2)、歯科衛生士(1)、MOS

スペシャリスト(1) 

令和５年度 18 15,930 

看護師(1)、美容師(5)、介護福祉士(2)、鍼灸

師(2)、歯科衛生士(1)、社会福祉士(1)、精神

保健福祉士(1)、社会保険労務士(1)、登録販

売者(1)、建築CAD(1)、Webクリエイター能力

認定試験(2) 

令和６年度 14 13,933 

看護師(2)、美容師(2)、歯科衛生士(1)、社会

福祉士(1)、精神保健福祉士(1)、社会保険労

務士(1)、登録販売者(1)、建築CAD(1)、Webク

リエイター能力認定試験(4) 

 

○神奈川県所管（町村域）においては、令和６年度は資格取得者９名のうち８名が就

業し、２名が常勤、５名がパート・非常勤、１名が自営業として就業している（求

職中の１名については支援を継続していく）。 
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（３）特定高等職業訓練促進給付金について（県単事業） 

    母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師、介護福祉士、保育士の資格を取得するため 

  養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金にさらに県独自の給付金（特定高等 

  職業訓練促進給付金）を上乗せして支給する。また、市が実施する事業についても県が 

  補助する。令和６年４月より事業を開始した。 

  ・対象者 

   看護師、介護福祉士、保育士の資格を取得するため養成機関で修業し、高等職業訓 

   練促進給付金を支給予定または受給している母子家庭の母又は父子家庭の父 

  ・支給額 

  ＜扶養している児童が２人以下の世帯＞月額３万円を上乗せ 

  ＜扶養している児童が３人以上の世帯＞月額５万円を上乗せ 

  ・支給期間 

   高等職業訓練促進給付金の支給期間と同期間を対象 

 

   〇事業実績                               

年度 支給人数 支給額 

（千円） 

適用 

令和６年度 224 64,920 
扶養している児童が２人以下の世帯：198 

扶養している児童が３人以上の世帯：26 

 

（４）自立支援教育訓練給付金の実施 

県が指定した職業能力開発のための講座を受講したひとり親に対して、対象講座の受

講料の６割相当額を支給する。 

ア 対象者 次の要件を全て満たす者 

・母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている母子家庭の母又は父子 

 家庭の父 

・就業経験、技能等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必 

 要であることが相談を通して認められる者 

イ 支給額  対象講座の受講料の６割相当額（※１～３） 

      （上限20万円、下限１万２千円） 

 ※１ 雇用保険の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門 

    実践教育訓練給付金の受給資格者は、上記の額から雇用保険法による各給付 

    金の支給額を差し引いた額が支給される。 

  ※２ 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講する場合は、修業年数×40万円を上 

     限。 

 ※３ 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講し、訓練修了後１年以内に資格取得 

    ・就職等した場合は、対象講座の受講料の85％を支給。（修業年数×60万 

    円を上限。） 
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○事業実績（県担当区域：町村域） 

 支給件

数 

(件) 

支給額計 

(円) 講座名（受講人数） 

平成29年度 7 361,558 
介護福祉実務者(3)、医療事務(2)、簿記２級

(1)、大型特殊(1) 

平成30年度 10 377,993 
介護福祉士実務者(5)、介護職員初任者(3)、

行政書士(1)、登録販売者(1) 

令和元年度 5 239,392 
介護職員初任者(3)、介護職員総合(1) 

介護職員実務者(1) 

令和２年度 7 329,121 介護福祉士実務者(4)、医療事務(3) 

令和３年度 10 427,856 
介護福祉士実務者研修(6)、介護職員初任者

研修(4) 

令和４年度 6 504,674 
社会福祉士(1)、介護職員初任者研修(4)、

MOS(1) 

令和５年度 5 115,981 
介護福祉士実務者研修(3)、介護職員初任者

研修(1)、医療事務(1) 

令和６年度 7 2,006,268 

鍼灸師(1)、精神保健福祉士(1)、社会保険労

務士(1)、登録販売者(1)、建築CAD(1)、Web

クリエイター能力認定試験(2) 

 

（５）ひとり親家庭住宅支援資金貸付 

自立に向けて意欲的に取り組むひとり親の自立の促進を図るため、住居の借り上げに

必要となる資金の貸付を実施する。 

貸付から１年以内に就職・転職等により母子・父子自立支援プログラムを達成し、１

年間就業を継続した場合は、貸付金の返還が免除される。 

令和３年度に国が事業を創設し、県は令和３年12月より事業を開始した。 

 

○貸付内容 

貸付 

対象者 

・県内（政令市を除く）の賃貸住宅に住むひとり親 

・児童扶養手当受給者（手当受給所得水準世帯含む） 

・母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向け意欲的に

取り組む者 

貸付額 入居している住居の家賃実費（月額上限４万円） 

貸付期間 最大12か月 

送金時期 
四半期ごとに３か月分を送金（当月分を含んだ前払） 

※初回送金は申請日の翌月以降 
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返還免除 

【貸付開始時点で就業していない場合】 

 貸付を受けた日から１年以内に就職し、１年間就業を継続 

【貸付開始時点で就業している場合】 

 貸付を受けた日から１年以内に所得増が見込まれる転職等をし、１

年間就業を継続 

実施主体 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 

備考 無利子・連帯保証人不要 

 

○貸付実績 

 件数 

令和３年度 1 

令和４年度 42 

令和５年度 26 

令和６年度 35 

令和７年度（11月末時点） 20 

 

Ⅱ ひとり親家庭に対する相談支援の強化 

１ ＳＮＳを活用したひとり親家庭相談窓口の設置 

（１）ひとり親家庭相談LINE 

子どもの貧困対策の推進を目的として、特に生活困窮の割合が高いひとり親家庭の自

立を応援するため、ＳＮＳ相談窓口「かながわひとり親家庭相談ＬＩＮＥ」を開設し、

若年層や、電話（番号）を持たないなどより幅広い層からの相談を受けている。 

 

○実績 

 友だち登録数 相談受付数 

令和２年度 2,565人 1,800件 

令和３年度 3,813人 2,084件 

令和４年度 4,564人 2,354件 

令和５年度 5,387人 2,470件 

令和６年度 6,172人 2,425件 

 

 

２ ひとり親家庭等への相談体制と情報提供の充実等 

（１）母子・父子自立支援員による相談の実施 

「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」及び「配偶者のない男子で現に

児童を扶養しているもの」並びに寡婦（以下「ひとり親等」という。）の自立援助と福祉

の向上を図るため、県内の各福祉事務所においてひとり親等の相談に応じるとともに、

ひとり親等の自立に必要な貸付金を始めとした生活全般にわたる支援を行っている。 
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令和６年度は、相談件数の合計数が減少しているものの、依然として母子・父子自立

支援員による相談ニーズが高いことが分かる。 

 

○県内の母子・父子自立支援員設置数 73名（うち政令市・中核市を除くと29名） 

 

○相談実績（政令市・中核市を除く）     （単位：件） 

項目 令和５年度 令和６年度 

生活一般 10,162 9,006 

児童 2,870 2,362 

経済的支援・生活援護 11,820 9,739 

その他 248 301 

計 25,100 21,408 

 

 

（参考）母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子・父子自立支援員の設置要綱（国制定）

（抜粋） 

 

第１ 設置趣旨  

母子・父子自立支援員は、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」及び「配偶者

のない男子で現に児童を扶養しているもの」並びに寡婦を対象に、離死別直後の精神的安定を

図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援を行うとともに、職業能力の向上及び求

職活動に関する支援を行うことを職務として設置するものである。 
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○令和６年度相談項目内訳 

項目 内訳 件数 割合(%) 
５年度 

割合(%) 

生活一般 

住宅 774 3.62 3.66 

医療・健康 2,100 9.81 9.19 

家庭紛争 1,530 7.15 6.09 

就労 2,862 13.37 13.18 

結婚 33 0.15 0.21 

養育費 837 3.91 3.33 

借金 117 0.55 0.57 

その他 753 3.52 4.32 

小計 9,006 42.07 40.55 

児童 

養育 747 3.49 3.26 

教育 1,259 5.88 5.61 

非行 13 0.06 0.22 

就職 25 0.12 0.30 

その他 318 1.49 2.03 

小計 2,362 11.03 11.42 

経済的支援・

生活援護 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 2,278 10.64 11.15 

公的年金 159 0.74 1.24 

児童扶養手当 3,668 17.13 18.60 

生活保護 478 2.23 1.95 

税 281 1.31 1.96 

その他 2,875 13.43 12.15 

小計 9,739 45.49 47.05 

その他 

売店設置（法第 25 条） 0 0.00 0.00 

たばこ販売（法第 26 条） 0 0.00 0.00 

母子世帯向公営住宅 109 0.51 0.52 

父子世帯向公営住宅 0 0.00 0.03 

母子・父子福祉施設の利用 7 0.03 0.02 

母子生活支援施設 185 0.86 0.42 

小計 301 1.41 0.99 

合計 21,408 100.00 100.00 
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（２）リーフレットやホームページ等による広報の充実 

様々な支援情報をとりまとめて紹介するリーフレット「ひとり親家庭の皆さんへ」（参

考資料８）を令和６年度は10,000部作成し、ひとり親家庭の方が手続きに訪れることの

多い市町村の児童扶養手当窓口において、主に児童扶養手当現況届の時期（８月）に配

布している。 

リーフレットには、ひとり親家庭総合支援サイト「カナ・カモミール」及び「かながわ

ひとり親家庭相談LINE」のＱＲコードを掲載するとともに、県ホームページでも、各種

支援制度にリンクする総合的なメニューページを設けている。 

 

 


